
 

 

 

 

 

 

 

 

深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金 
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軽度・中等度難聴児補聴器購入等に伴う自己負担金助成事業 報告書 

 

 本事業は、平成２４年度から実施しており、身体障害者手帳の交付の対象とな

らない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用の一部を助成する事業の際に生

ずる自己負担分について、深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金を活用し助成し

ているものである。 

 この補聴器購入費用と修理費用の一部助成事業は県補助事業で、３分の１が

県、３分の１が市、残り３分の１が自己負担となっているところであるが、その

自己負担分について深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金を活用し助成している。

なお、市県民税課税世帯については補聴器購入費用の１０分の１の金額を除い

た自己負担部分を助成している。 

 令和５年度から補聴器の修理も県補助事業の対象となった。また、令和７年度

からは一側性難聴児も助成対象となり県補助事業の対象児が拡大されたことか

ら、成長期にある子どものための助成としてその意義を感じることができる。 

 なお、本事業の利用実績は、 

令和 元年度が６件・１８２，３０９円 

令和 ２年度が４件・１３５，１７２円 

令和 ３年度が３件・ ６１，２７８円 

令和 ４年度が５件・１０５，４１２円 

令和 ５年度が７件・１８２，７６４円 

令和 ６年度が６件・  ５４，７６９円 

令和 ７年度が５件・１０５，４８７円 

 

 

となっている。 

 

 

  



障害児療育経費の助成事業 報告書 

 

 本事業は、平成２５年度から実施しており、障害児が療育事業に参加した場

合にかかる経費の一部について、深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金を活用し

助成しているものである。 

 この助成金の交付額は、対象の療育事業の参加費用の２分の１で、月額５，

０００円を上限としている。対象の療育事業は医師の指示のもと実施される専

門性の高い療育事業として市長が認めるもので、諸制度により給付費等の支給

がされるものを除くこととしている。現在認定している対象療育事業は、埼玉

療育園での音楽療法、発達協会（王子クリニック）での評価と指導プログラ

ム、ホースパラダイス群馬での乗馬療法、LITALICOジュニア（旧 Leaf）で

のソーシャルスキルトレーニング、地域療育センターでの個別療育プログラ

ム、こども発達相談にこにこでの音楽療法、視覚発達支援センターでのヴィジ

ョントレーニング等、とびばこ舎視覚教育支援センターでの学習支援・言語療

法支援・作業療法支援・ヴィジョントレーニング、みか先生のお教室でのソー

シャルスキル・学習サポート、えすこおとでのソーシャルスキルトレーニン

グ、プロ家庭教師リンクでのソーシャルスキルトレーニング・ヴィジョントレ

ーニング、いろどりビジョンでのビジョントレーニングである。その他の事業

については、問合せに応じ検討する。基本的な条件としては、国家資格もしく

はそれに準ずる資格を持つ者が、障害児に対し専門的に療育事業を提供するこ

ととしている。 

 本事業の利用実績は、 

  令和 ２年度 利用者 ８人 交付額１１０，２００円 

  令和 ３年度 利用者 ２人 交付額 ４５，０００円 

  令和 ４年度 利用者 ４人 交付額 ６７，５００円 

  令和 ５年度 利用者 １人 交付額 １３，５００円 

令和 ６年度 利用者 ３人 交付額 ４０，０００円 

令和 ７年度 利用者 ３人 交付額 １６，４００円 となっている。 

 また、令和７年度利用者は音楽療法、ソーシャルスキルトレーニングを利用

している。 

 

深谷市では、平成２４年１２月に、安心して子育てができる環境づくりを推進し、次代を担う 

子どもたちの健やかな成長に資するため、深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金を創設しました。

「深谷市ふっかちゃん障害児療育経費助成事業」は、その基金を活用し、障害児が医師の指示

のもと実施される専門性の高いものとして認められる療育事業に参加した場合、その経費の一

部を助成するものです。 

※障害児とは、１８歳未満で身体に障害のあるかた、知的障害のあるかた、精神に障害のある

かた(発達障害児を含む)または難病(障害福祉サービスの対象となる３７６疾患)のかたです。 



障害児スポーツ助成金の交付事業 報告書 

 

本事業は、平成２５年度から実施しており、障害者スポーツ（パラリンピッ

ク競技・全国障害者スポーツ大会競技等）を行う障害児に対して、深谷市ふっ

かちゃん子ども福祉基金を活用し助成しているものである。 

 この助成金の交付額は、対象児が用いるスポーツ補装具等の購入又は本助成

を受けたスポーツ補装具等の修理に要する経費で、対象児１人当たり年額３０

０，０００円を上限としていたところであるが、平成２８年度から年額５０

０，０００円を上限とし、経費の１０分の９を助成している。さらに用具や消

耗品についても年額１０，０００円を上限に経費の１０分の９を助成していた

ところであるが、令和５年度から年額４０，０００円を上限に経費の２分の１

を助成している。 

 なおスポーツ補装具とは、障害児がスポーツ競技を行うために必要な補装具

で、日常生活において使用される、障害者総合支援法に規定する補装具以外の

ものとしている。これは、必要なものであっても法に基づき支給されるもの

や、障害のないかたでも必要となるような補装具は対象に含めないことから定

めているものである。 

 本事業の利用実績は、 

  令和 ４年度 補装具：１人決定 交付額   ５０，８８６円 

         用具等：６人決定 交付額   ３７，１８７円 

令和 ５年度 補装具：決定及び交付なし 

         用具等：４人決定、交付額   ３９，８８１円 

  令和 ６年度 補装具：決定及び交付なし 

         用具等：５人決定 交付額   ６１，０８７円 

  令和 ７年度 補装具：決定及び交付なし 

         用具等：７人決定 交付額   ４４，１３６円 

となっている。 

 

深谷市では、平成２４年１２月に、安心して子育てができる環境づくりを推進し、次代を担う

子どもたちの健やかな成長に資するため、深谷市ふっかちゃん子ども福祉基金を創設しま

した。その基金を活用した事業として、「深谷市ふっかちゃん障害児スポーツ助成」を実施し

ています。これは、スポーツ競技を行う障害児に対して、スポーツ競技のために必要な補装

具等の購入費用又は修理費用を助成するものです。 

※この事業において、対象児が年度途中で満１８歳に達したときは、年度末までは満１８歳

に満たないものとみなします。 


